
◎農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関す

る法律の一部を改正する法律 
（令和四年五月二七日法律第五三号）   

一、 提案理由（令和四年四月六日・衆議院農林水産委員会） 

○金子（原）国務大臣  

……………（略）…………… 

 続きまして、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の

一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げ

ます。 

 我が国の国土の大部分を占める農山漁村においては、人口減少、高齢化が進み、その

活力が低下するとともに、農業上の利用が困難となり、荒廃化した農地の増加が懸念さ

れております。 

 このような状況を打開し、農山漁村の活性化を図っていくためには、田園回帰の流れ

の高まりといった社会情勢の変化を踏まえ、農山漁村の豊かな地域資源を活用した取組

等を推進するほか、地域の貴重な資源である農地について、地域での話合いを踏まえ、

保全等の取組を推進する必要があります。 

 このため、地域における計画的な土地利用の下、農山漁村の活性化のための取組を推

進する措置を講ずることとし、この法律案を提出した次第であります。 

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明を申し上げます。 

 第一に、活性化計画の記載事項の拡充であります。都道府県又は市町村が作成する活

性化計画に記載する事業として、農用地の保全等に関する事業を位置づけることとして

おります。 

 第二に、農用地の保全等に関する事業に対する支援措置であります。活性化計画の円

滑な実施を図るための農林地等の権利移転に関する措置を、農用地の保全等に関する事

業についても活用できることなどとしております。 

 第三に、農山漁村の活性化のための取組を行う際の手続の迅速化であります。活性化

計画に記載された事業が速やかに実施できるよう、農地法に基づく農地転用許可手続等

の迅速化を図ることとしております。 

 以上が、これらの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようにお願い申し上げます。 

 以上です。 

二、衆議院農林水産委員長報告（令和四年四月二一日） 

○平口洋君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を



改正する法律案は、農用地の荒廃が進む農山漁村における農用地の保全等を図るため、

地方公共団体が作成する定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する

計画の記載事項として、農用地の保全等に関する事業を新たに位置づけ、当該事業の実

施に必要な農林地等についての所有権の移転等を促進するための措置等を講ずるもので

あります。 

 両法律案は、去る四月五日本委員会に付託され、翌六日金子農林水産大臣から趣旨の

説明を聴取し、十二日から質疑に入り、翌十三日に参考人から意見を聴取するなど慎重

に審査を行い、昨二十日質疑を終局しました。質疑終局後、両法律案について一括して

討論を行い、順次採決いたしましたところ、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正す

る法律案は賛成多数をもって、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進

に関する法律の一部を改正する法律案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決

すべきものと議決した次第であります。 

 なお、両法律案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年四月二〇日） 

 農業者の減少や耕作放棄地の拡大が一層進み、地域の貴重な資源である農地が適切に

利用されなくなる懸念がある中、農業の生産性を高め、将来にわたって安定的な農業生

産を確保していくため、地域において目指すべき将来の具体的な農地利用の姿を描くこ

とで、農地集約化等の加速化、農業を担う者の確保・育成とともに、農山漁村の活性化

を図ることが重要である。 

  よって政府は、両法の施行に当たり、左記事項の実現に万全を期すべきである。 

     記 

一 地域計画は、地域の話合いにより、農業の将来の在り方を考え、実現していくため

に不可欠なものであることから、それぞれの地域において円滑かつ着実に策定される

よう、法改正の内容を丁寧に周知するとともに、地域での取組に対して十分な支援を

行うこと。その際、地域計画策定の前提となる協議の場については、既存の協議会を

活用するなど関係者の負担軽減に努めるとともに、地域を取り巻く環境が多種多様で

あることに鑑み、地域計画が地域の実情を反映したものとして策定され、状況の変化

に応じて柔軟に変更がなされるよう配慮すること。 

二 農地の集約化等農業上の利用を進める地域計画及び農地の保全等を進める活性化計

画の策定をはじめとする両法に基づく措置については、地域における農地の利用・保

全の計画的推進はもとより、国内の農業生産に必要となる農地の確保とその有効利用

が確実に担保されることを旨として、総合的に推進すること。その際、地方自治体等

の事務負担にも配慮しつつ、農業・農村の将来像を念頭に地域の土地利用に関する話

合いが一体的に行われるよう、必要な措置を講ずること。 

三 農業委員会による目標地図の素案については、地域における農地の現状を把握し、



農地の出し手及び受け手の意向等を踏まえ、作成することとし、目標地図を含む地域

計画が適合すべき基準については、地域における意欲的な取組が促されることを旨と

して定めること。 

四 地域計画の策定及び達成に向けた取組に当たっては、市町村のみならず、農業委員

会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区等の関係機関が一丸となって進め

る体制を構築するとともに、地方自治体等における農業関係部局の実情を踏まえ、体

制整備のために必要な支援措置を十分に講ずること。 

五 農用地等の所有者等が、利用権の設定等を受ける者を農地中間管理機構に限定する

旨を地域計画に定めることを提案しようとするため、その三分の二以上の同意を得る

に当たっては、極力、全ての所有者等の同意が得られるよう努めること。 

六 農地中間管理機構を通じた転貸等を強力に促進するため、農家負担のない農地中間

管理機構関連事業や、地域でまとまった農地を農地中間管理機構に貸し付けた際に交

付される地域集積協力金等について十分な予算を確保するとともに、継続的かつ効果

的な支援を行うこと。 

七 農地中間管理機構による農用地利用集積等促進計画の策定に当たっては、農地の権

利移動は促進計画に統合される市町村の農用地利用集積計画に基づくものが過半を占

めるという現状に十分留意し、地域における農地集積の取組に混乱を来すことのない

よう、適切な指導・助言を行うこと。また、現場における事務負担の軽減に資するよ

う、農地の権利移動に係る手続の迅速化や書類の簡素化など必要な措置を講ずること。 

八 都道府県が農業経営・就農支援センターとしての機能を担う体制を整備するに当た

っては、中小・家族経営、兼業農家等の多様な経営体も含め、地域の将来の農業を担

う者を幅広く確保・育成するため、就農から経営発展まで一貫したきめ細かなサポー

トが行われるよう、国、地方公共団体、関係団体の協力・連携体制を整備するととも

に、積極的な支援措置を講ずること。 

九 農地等の権利取得に係る下限面積要件を廃止するに当たっては、現行制度の下で約

七割の市町村において別段の面積が設定されているという実情及び農業を担う者の確

保・育成を図るという法改正の趣旨を周知するとともに、改正後の農地等の権利移動

許可制度の適正な運用が確保されるよう指導すること。 

十 都道府県又は市町村が作成する活性化計画に記載できる事項として、農用地の保全

等に関する事業を新たに位置付けるに当たっては、優良農地の確保及び農山漁村の活

性化に資するよう、その周知徹底及び適切な運用を図ること。 

十一 農地でなくなった土地を農地に復旧することは極めて困難であることに鑑み、農

用地の保全等のための林地化については、当該土地及び周辺の土地の状況等を考慮し、

様々な政策努力を払い、その必要性を十分に検討した上で進めること。また、林地化

した場合には、森林法の地域森林計画対象民有林として適切な施業が実施されるよう

支援すること。 



十二 食料安全保障の強化を図る上で農地・農業者の確保等が極めて重要であることに

鑑み、地域計画の策定を基礎とした農地の集約化等、農業を担う者の確保・育成、農

用地の保全等による農山漁村の活性化の取組状況とその効果を評価・検証し、その結

果に基づき実効ある施策を構築すること。 

 右決議する。 

三、参議院農林水産委員長報告（令和四年五月二〇日） 

○長谷川岳君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、審査の経過と結果を

御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を

改正する法律案は、農用地の保全に関する措置等を講ずるものであります。 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、現地視察のほか、参考人の意

見聴取を行うとともに、地域の協議と農地の利用、保全の在り方等について質疑が行わ

れました。 

 討論に入り、日本共産党を代表して紙理事より、基盤法改正案に反対、活性化法改正

案に賛成の意見が述べられました。 

 採決の結果、基盤法改正案は多数をもって、活性化法改正案は全会一致をもって原案

どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年五月一九日） 

 農業者の減少や耕作放棄地の拡大が一層進み、食料安全保障上重要かつ地域の貴重な

資源である農地が適切に利用されなくなる懸念がある中、農業の生産性を高め、将来に

わたって安定的な農業生産を確保していくため、地域において目指すべき将来の具体的

な農地利用の姿を描くことで、農業を担う者の確保・育成、農地集約化等の加速化とと

もに、農山漁村の活性化を図ることが重要である。 

 よって政府は、両法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 

一 地域計画は、地域の話合いにより、農業の将来の在り方を考え、実現していくため

に不可欠なものであることから、それぞれの地域において円滑かつ着実に策定される

よう、法改正の内容を丁寧に周知するとともに、地域での取組に対して十分な支援を

行うこと。その際、地域計画策定の前提となる協議の場については、既存の協議会を

活用するなど関係者の負担軽減に努めるとともに、地域を取り巻く環境が多種多様で

あることに鑑み、地域計画が地域の実情を反映したものとして策定され、状況の変化

に応じて柔軟に変更がなされるよう配慮すること。 

二 農地の集約化等農業上の利用を進める地域計画及び農地の保全等を進める活性化計

画の策定をはじめとする両法に基づく措置については、地域における農地の利用・保



全の計画的推進はもとより、食料・農業・農村基本計画及び国が定める農用地等の確

保に関する基本指針に基づき、国内の農業生産に必要となる農地の確保とその有効利

用が確実に担保されることを旨として、その重要性について地方自治体とともに関係

機関が協議の場で周知・共有し、地域計画における農地の確保等が図られるよう、総

合的に推進すること。その際、地方自治体等の事務負担にも配慮しつつ、農業・農村

の将来像を念頭に地域の土地利用に関する話合いが一体的に行われるよう、必要な措

置を講ずること。 

三 農業委員会による目標地図の素案については、地域における農地の現状を把握し、

農地の出し手及び受け手の意向等を踏まえ、作成することとし、目標地図を含む地域

計画が適合すべき基準については、地域における意欲的な取組が促されることを旨と

して定めること。 

四 地域計画の策定及び達成に向けた取組に当たっては、市町村のみならず、農業委員

会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区等の関係機関が一丸となって進め

る体制を構築するとともに、地方自治体等における農業関係部局の実情を踏まえ、体

制整備のために必要な支援措置を十分に講ずること。 

五 農用地等の所有者等が、利用権の設定等を受ける者を農地中間管理機構に限定する

旨を地域計画に定めることを提案しようとするため、その三分の二以上の同意を得る

に当たっては、極力、全ての所有者等の同意が得られるよう努めること。 

六 農地中間管理機構を通じた転貸等を強力に促進するため、農家負担のない農地中間

管理機構関連事業や、地域でまとまった農地を農地中間管理機構に貸し付けた際に交

付される地域集積協力金等について十分な予算を確保するとともに、継続的かつ効果

的な支援を行うこと。 

七 農地中間管理機構による農用地利用集積等促進計画の策定に当たっては、農地の権

利移動は促進計画に統合される市町村の農用地利用集積計画に基づくものが過半を占

めるという現状に十分留意し、地域における農地集積の取組に混乱を来すことのない

よう、適切な指導・助言を行うこと。また、現場における事務負担の軽減に資するよ

う、農地の権利移動に係る手続の迅速化や書類の簡素化など必要な措置を講ずること。 

八 都道府県が農業経営・就農支援センターとしての機能を担う体制を整備するに当た

っては、中小・家族経営、兼業農家等の多様な経営体も含め、地域の将来の農業を担

う者を幅広く確保・育成するため、就農から経営発展まで一貫したきめ細かなサポー

トが行われるよう、国、地方公共団体、関係団体の協力・連携体制を整備するととも

に、積極的な支援措置を講ずること。 

九 農地等の権利取得に係る下限面積要件を廃止するに当たっては、現行制度の下で約

七割の市町村において別段の面積が設定されているという実情及び農業を担う者の確

保・育成を図るという法改正の趣旨を周知するとともに、改正後の農地等の権利移動

許可制度の運用実態を注視・検証しつつ、適正な運用が確保されるよう指導すること。 



十 都道府県又は市町村が作成する活性化計画に記載できる事項として、農用地の保全

等に関する事業を新たに位置付けるに当たっては、優良農地の確保及び農山漁村の活

性化に資するよう、その周知徹底及び適切な運用を図ること。 

十一 農地でなくなった土地を農地に復旧することは極めて困難であることに鑑み、農

用地の保全等のための林地化については、当該土地及び周辺の土地の状況等を考慮し、

様々な政策努力を払い、その必要性を十分に検討した上で進めること。また、林地化

した場合には、森林法の地域森林計画対象民有林として適切な施業が実施されるよう

支援すること。 

十二 食料安全保障の強化を図る上で農地・農業者の確保等が極めて重要であることに

鑑み、担い手やその他の多様な経営体について、地域計画に位置付けた上で、地域計

画の策定を基礎とした農地の集約化等、農業を担う者の確保・育成、農用地の保全等

による農山漁村の活性化の取組状況とその効果を評価・検証し、その結果に基づき実

効ある施策を構築すること。 

  右決議する。 


